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＜対策の検討＞ 自社株式の承継 ～ 後継者への贈与 ～

株式評価額が100百万円です。後継者への株式移転を検討する場合、「相続時精算課税制度」を活用した株式移転が検討できます。
「相続時精算課税制度は25百万円の特別控除があり、その控除額を超えた部分に20％の贈与税が課せられますので、贈与税負担を考
慮しながら検討することになります。相続発生時には、贈与した時点の価格を相続財産に持ち戻して相続税を計算することになりま
す。
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Point

 相続時精算課税制度の活用で、25百万円の特別控除を受けられます。
 25百万円を超えた部分に、20％の贈与税が課せられますが、暦年贈与に
おける税率より低い税率で贈与が可能となります。

 将来の自社株評価額が上昇されると想定される場合に有効です。
自社株の上昇分による納税額軽減

お勧め度

■ 相続時精算課税制度を活用した自社株式の移転

100百万円

事業法人

社⾧

50%
相続時精算課税制度
を活用し贈与

後継者
事業法人

後継者

50%

贈与者・受贈者 60歳以上の親・祖父母から
20歳以上の子や孫への贈与

選択 父母ごと・祖父母ごとに、子・孫ごとの
選択

控除 特別控除:一生の累計額で2,500万円

贈与税率 一律20％
（相続税から差し引くことができる）

相続時 贈与財産を贈与時の評価額で相続財産に
加算

※ 一旦、相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与を選択できなくなります。

■ 相続時精算課税制度の概要

後継者に自社株式を贈与する場合には、「特別受益」について留意する必要があります。
後継者以外の相続人より「特別受益」の申し立てをされた場合には、相続時点の自社株式の評価額で遺産分割を行う必要があるため、自社株式の贈与を受けた後継
者が代償資金を支払わなければならなくなる可能性があります。
そのようなことが起きないように、贈与を行う際には、相続人全員による「固定合意」もしくは「除外合意」を検討することをお勧めします。

留意点

相続時精算課税制度を活用した
後継者への株式移転

1,500万円

贈与税


